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標期間
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●　組織の改正
　　　組織は、年次を追って①効率的な運営、②地域移行
　　に向けた体制、③利用者の特性に応じた適切な支援、
　　あるいは④障害者自立支援法に基づく新たな事業体
　　系の実践等に沿った体制づくりをそれぞれ目指し、
　　柔軟に見直しを行った。
　　  特に、中期計画２年次目には直接支援部門を統合
　　し総合施設としたことにより、一体的な運営が可能と
　　なった。

①　組織体制
　   重度知的障害者に対する自立のための
　支援を先導的、総合的に行うため、業務部
　門の統合再編を柔軟かつ重点的な職員配
　置により実施する。

　　　効率的かつ柔軟な組織編成を行うこ
   と。
  　また、職員の採用に当たっては、資質
   の高い人材をより広く求めることができ
   るよう工夫すること。

　　 また、「行政改革の重要方針」（平成１７
  年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、平成
  １８年度以降の５年間において、国家公務
  員に準じた人件費削減の取組みを行うこ
  と。
　  　これを実現するため、現中期目標期間
  の 最終年度までの間においても、必要な
  取組みを行うこと。併せて、国家公務員の
　給与構造改革を踏まえ、給与体系の見直
　しを進めること。

  　なお、「行政改革の重要方針」（平成１７
　年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、人員に
　ついて、現中期目標期間の最終年度まで
　の間においても、平成１７年度を基準とし
　て５％以上の削減を行う。併せて、国家公
　務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の
　給与について、必要な見直しを進める。

第２　業務運営の効率化に関する事項 第１　業務運営の効率化に関する目標を達
    成するためとるべき措置

　　　　平成15年度
　　    　・　地域生活支援室を設置
　   　平成16年度
　　　    ・　総務部部門の縮小（経理課と管理課の統合）
　　    　・　直接支援部門を総合施設として統合
　　　    ・　地域生活支援室を地域支援部に強化
　    　平成1７年度
　　　    ・　法人事務局を設け、総合施設部門との役割を
　　　　　　明確化
　　    　・　居住部門における区制を廃止し、課制に改組
　　　　　　するとともに、各部の名称を障害者自立支援法
　　　　　　の目的に沿った名称に改称
        　・　治療訓練部を廃止し、診療所に統合
　　    　・　効率的な支援・運営のための”寮”再編により、
　　　　　　 ２か寮を廃止（２２か寮→２０か寮）（10月）

 　　　平成1８年度
　　　    ・　障害者自立支援法に基づく事業体系の施行に
　　　　　　　合わせた組織に改編（10月実施）するため、
　　　　　 ①事業調整部を設置（サービス調整室、地域相
　　　　　　  談支援センター）
　　　　　 ②活動支援部を再構築（２科３グループ７班から
　　　　　　　２課５係１８班、デイサービス部門の廃止）
　　　　平成１９年度
　　　　　・　効率的な支援・運営のための第２次寮再編に
　　　　　　  より、１か寮を廃止（20か寮→19か寮）（9月）
　　　　　・　活動支援部を２課５係１７班（ワークパルやち
　　　　　　  よ含む）に再編（8月）
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

●　人件費の縮減
　　　　人員および給与の両面に亘って、各年度、縮減を図っ
　　　た。
　　　　これにより、計画前の１４年時と比較して、総額で約
　　　▲６．２億円、縮減率で約２０．２％を減額した。

　　＜人員＞
　　　　定年退職に係る者の常勤（正規）職員による後補充
　　　は、特定の職種を除き、基本的には行わないこととし
　　　た。
　　　　これにより計画の５％以上の削減（行政改革の重要
　　　方針）は達成した。

　　　　　平成１５年度
　　　　　　　　　　　役員俸給▲1.2％、 賞与▲0.2月分
　　　　　　　　　　　職員俸給▲1.09％、賞与▲0.25月分
　　　　　平成１６年度　役職員俸給　▲３．５％
　　　　　平成１７年度　役職員俸給　▲３．５％
　　　　　平成１８年度　役職員俸給　▲３．５％
　　　　　平成１９年度　役職員俸給　▲３．５％
　　　　　　（職員：平成１６～１９年度累計　▲１４％）

●　　人事評価（職能評価、業績評価、情意評価および目標
　　管理評価）については、先行機関等の評価システム等の
　　調査、要綱案の作成、職員への説明等の段階を経て、
　　試行的に実施し、その結果を踏まえ見直しを行いながら、
　　人事評価制度の確立に努めてきた。

　　　　・  平成15年度末（計画）　308人　 　（現員）　297人
　　　　・  平成16年度末（計画）　305人   　（現員）　289人
　　　　・　平成17年度末（計画）　299人   　（現員）　281人
　　　　・　平成18年度末（計画）　288人   　（現員）　274人
　　　　・　平成19年度末（計画）　279人   　（現員）　267人
　　　　　　　　　　　　差引　　 　▲　29人　　　　  　▲　30人

　　＜給与＞
　　　　　国家公務員の給与水準を踏まえて、これまで毎年度
　　　役職員の給与の３．５％の引下げを行ってきた。
　　　　さらに、平成１９年度においても３．５％の引下げを行っ
　　　た。
　　　　これにより、独法化以前にあった国家公務員との給与
　　　格差（１４％）は、なくなった。

②　人事配置
   　職員の能力と実績を適切かつ厳格に評
　価した適材適所の配置とするとともに、外
　部の関係機関との人事交流等を実施す
　る。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
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      平成１５年度
　　　　・　　主任研究員（障害教育）
　　　平成１６年度
　　　　・　　参与（民間施設）、総合施設長（地方行政・民間
　　　　　　施設）、地域移行課長（民間活動団体）
　　　平成１７年度
　　　　・　　研究課長（福祉系大学）
　　　平成１８年度
　　　　・　　診療所長（国立病院）
　　　平成１９年度
　　　　・　　地域支援部長（地方行政）
　　　　・　　研究員２名（福祉系大学）

　　　　また、地域移行等に関する分野では、①利用者の意
　　向や特性を尊重しての地域移行のシステムや新しい居
　　住支援体制を構築し、あるいは障害者自立支援法の新
　　体系に円滑に移行させ、②行動障害のある者の支援を
　　現場指導し、③全国のネットワークを活用し福祉セミナー
　　等の講師に著名人を確保したり、県内の自立支援協議会
　　を通した圏域ごとのネットワークの基礎固めに貢献した。

●　　人材の採用に当たっては、特に、①地域移行や地域生
    活における先駆的な取組みに実績のある者の任用、②研
　　究分野における大学関係者等の任用に重点を置いた。

　　   いずれの人材も当法人の業務を飛躍させるとともに、職
　  員の意識の改革やOJTにも寄与した。

　　　人事評価の活用に関しては、現段階では給与面への
　　反映にまでは至らなかったが、今後、課題等を整理し、
　　活用に向けて検討を行うこととしている。

●　人事交流等については、国との交流、医師確保のため
　　医療分野における交流の他、大学・地方行政等各方面
　　からの人材を、当法人職員として採用したほか、セミナー
　　等の講師陣として招聘あるいは、当法人の委員に就任を
　　要請した。
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（２）　内部進行管理の充実 （２）　内部進行管理の充実 B B Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ

2.83 2.56 2.89 3.38 2.25 2.78
　 業務部門ごとに業務目標を設定し、業務
　処理の進行管理を行うことにより、計画的
　な業務管理を実施するとともに、次の仕組
　みを導入する。

●　監事監査、職員による自己点検、苦情解決のシステム
　等の既存の仕組みの他、計画的な進行管理のためのモニ
　タリングや弁護士等が加わった苦情解決制度、法人以外
  の有識者等による評価（６．サービス提供に関する第三者
　評価の実施及び評価結果の公表の項を参照）を業務運営
　に活かす仕組や会計監査人による監査制度を整えた。

　　業務の進行状況を組織的かつ継続的に
　モニタリングし、必要な措置を、適時か
　つ迅速に講じるための仕組みを導入し、
　実施すること。

＜モニタリングについて＞
●　 平成15年度に、各業務部門の中堅職員８人をモニタ
　 ーとして発令した。このモニターと各業務部門の管理者
　 及び役員による「モニタリング評価会議」を開催し、各部
　 門の業務の進行状況を管理する仕組を構築したことに
 　より、業務の進行状況を客観的に把握することができる
　ようになった。

＜苦情解決制度について＞
●　　第三者委員を交えた苦情解決制度を発足させた。第三
　　者委員として、市内在住の弁護士および当法人の非常勤
　　監事等に就任を要請した。
　　　委員会は毎年度１回開催し、当該年の苦情や要望等を
　　報告し、意見交換を行った。
　　　なお、苦情の提出については、保護者会の会報等で広
　　報するとともに、提出書類の様式の簡素化や法人内の各
　　部所に「苦情受付け箱」を設置した。

　＊　苦情・要望の件数
　　　　　　　平成１６年度　９７　件
　　　　　　　平成１７年度　４８　件
　　　　　　　平成１８年度　５４　件
　　　　　　　平成１９年度　１５　件

①　業務の進行状況を把握するため、各業
　務部門にモニターを置き、継続的にモニ
　タリングを行う。

②  モニターと各業務部門の管理者及び役
　員によるモニタリング評価会議を年４回
　開催する。
　　評価会議において、各業務部門の業務
　の達成度を評価するとともに、評価の結
　果により、業務の見直しを含めた措置を
　講ずる。

●　 モニタリング評価会議は、平成17年度以降は、毎年度４
　　回開催した。
　　  同評価会議では、業務のモニター結果を報告し、業務の
　　進め方に問題がある場合には見直しを促すなど、モニ
　　ター結果の業務運営への反映に努めた。
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事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

＜利用者および職員の健康・安全の確保＞
●　利用者および職員の健康管理、事故防止については、
　以下の点について留意した。

　(１)　衛生教育の徹底
　　　　・　　障害医療セミナーを期間中、１１回、実施した。
　　　　・　　健康管理についての褥瘡や誤嚥等のテーマ別
　　　　　　講習会を、期間中８回実施した。

　(２）　感染症対策について
　　　　感染症の発生予防には日頃から留意してきたが、
　　　中期計画期間中のノロウイルス等による感染症罹
　　　患者発生状況は、以下のとおりであった。

　　　　＜罹患者の状況＞
　　　　　平成16年 9月、O-25 　　　　　　　　　　　　　　　11人
　　　　　平成17年10月、水疱瘡　　　　　　　　　　　　　　　4人
　　　　　平成18年 6月及び12月～2月、ノロウイルス　　64人
　　　　　平成18年12月、O-X　　　　　　　　　　　　　　　　27人
　　　　　平成19年度はなし

　（３）　事故防止対策
　　ア．　事故防止対策委員会を定例的に開催し、事故報告、
　　　　原因分析、防止対策を検討した。
　　　　　なお、毎年度７月を事故防止月間とし、期間中は防
　　　　止対策を集中的に行い、注意を喚起した。

　　イ．　具体的な防止対策としては、
　　　　①　救命・救急関係講習会の開催
　　　　②　交通事故対策の周知徹底
　　　　③　危険箇所等の点検

　　ア．　平成１６年に感染症対策委員会のあり方を見直
　　　　し、具体的な指導など機動的な対応を図ることが
　　　　できるようにした。
　　　　　この委員会を中心に、対応策を図る中で、地元の
　　　　保健福祉事務所と緊密な連携を採る体制ができた。
　　イ．　平成１８年度において、全国的規模で流行したノ
　　　　ロウィルスによる感染症が施設利用者及び職員に
　　　　発生したが、この委員会等における取組を着実に
　　　　進めた結果、重篤な症状の者の発生を防いだ。
　　ウ．　これらの取組を継続して行ったことにより、発生
　　　　時の対応策、予防策等が定着し、平成１９年度に
　　　　は、患者の発生はなかった。
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中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

●　防災対策
　・　火災、地震等に備えて、定期的に避難訓練を実施してい
　　るほか、総合防災訓練を実施している。
　・　平成１６年１０月には、隣県において中越地震が発生し
　　たこともあり、以来、総合防災訓練については、高崎中
　　央消防署の指導を受けて、より一層、臨場感をもっての
　　実施となったほか、対応策等を詳細に確認した。

　　　　　　＊　事故発生状況（事故別発生件数の推移）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件
　　　　　　　　　　　　　　　事故　　　ﾋﾔﾘﾊｯﾄ　　　　計
　　　　　平成１５年度　　68（36）　　13（8）　　 　81（44）
　　　　　平成１６年度　　52　　　　　11　　　　　　63
　　　　　平成１７年度　　57　　　　　26　　　　　　83
　　　　　平成１８年度　　69　　　　　66　　　　　 135
　　　　　平成１９年度　　70          57           127
　　　　　注1）15年度の（　）内は、独法化（10）月以降の数
　　　　　 注2）18年度には、報告方法を変更したため、増加した。

ウ．　組織的に事故防止対策に取り組んできたが、平成１９
　　年４月末に施設利用者１人の所在不明が発生した。法人
　　として、捜索本部を設置し、組織を挙げて連日、敷地内及
    び高崎市、周辺市町の捜索を行うとともに、地元警察や
　　消防等の公共機関、交通機関、マスコミ等に協力を依頼
　　し対応してきたが、現時点においても、所在の確認に至っ
　　ていない。
　　　こうした事故が二度と起こらないよう、事故が発生した
　　状況の把握と原因の分析を行い、再発防止策を講ずると
　　ともに６月末に関係者の処分を行った。
　　　更には、苦情解決報告会や第三者評価委員会、顧問弁
　　護士にも報告し、法人がそれまで取り組んできた再発防
　　止策等に対する意見等を伺った。
　　　法人としては、支援にあたる職員の一人ひとりに支援
　　方法の再確認を促すとともに、総合施設の全職員を対象
　　としたリスク管理研修会の開催、所在確認の為の園内放
　　送の徹底、定点の通行確認を目的として防犯カメラを設
　　置するなどの緊急措置を講じた。

　　　　④　不審者対策（パトロールの徹底・強化、防犯カメラ
　　　　　の設置等地元警察との連携強化）
　　　　⑤　保健福祉事務所との連携による野犬対策（捕獲
　　　　　等）を実施した。
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H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

（３）業務運営の効率化に伴う経費節減 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

3.50 4.22 4.00 3.88 3.50 3.82①　経費の節減
　　　中期目標に基づき、運営費交付金の節
　　減のため、人事評価の仕組みの導入や
　　非常勤職員の積極的な活用により効率
　　的な職員体制の構築を行うほか、給与水
　　準の見直しに取り組む。

●　経費の節減方策として、人件費の縮減や物件費の縮
　減に努めた。
　・　人員減や給与水準の見直しにより、人件費の縮減を
　　行った。
　　　平成１４年度に比して、平成１９年度までに▲６．２億
　　円（▲２０．２％減）させた。

　　一般管理費及び事業費等の経費（運営
　費交付金を充当するもの）について、中
　期目標期間の最終年度（平成１９年度）
  の額を、特殊法人の時（平成１４年度）に
　比べて１３％以上節減すること。

●　活動支援部では、送迎体制の見直しを図った。
　　　　①　送迎コースの見直し。
　　　　②　３ルートから２ルートに変更。
　　　　③　ドアツードアからバスストップ方式に変更。
　　 この見直しにより、走行距離・時間の短縮及び送迎車
　　両を３台から２台に減じた。

　・　物件費の縮減
　　　ア.　業務委託費の縮減
　　　　　　競争入札やプロポーザル方式の導入等により
　　　　　縮減を図った。
　　　イ.　その他
　　　　　　法人バスの運行回数の縮小（平成１８年５月～）
　　　　　等により縮減を図った。
　　　　　　＊ １日８便→１日２便（市内循環バスが10便乗
　　　　　　　り入れることとなったため、振り替え）

　〈経費等の節減状況〉
　                                     　　　　単位：百万円、人、％

　 　年度区分　　　人件費総額　　節減率　　  　職員数　　減員率

　    14年度　　　3,070　　　　　　－      298       －
　    15             3,010      　△ 1.9
　　（特）           (1,518)                　 (307)
　　（独）           (1,492)                　 (297)     △0.3
　    16             2,926     　△ 4.7      289      △ 3.0
　    17             2,752     　△10.4     281      △ 5.7
　    18             2,584     　△15.8     274      △ 8.1
　    19             2,450     　△20.2     267　　　△10.4
　　注１）表中、「特」は特殊法人を指し、「独」は独立行政
　　　　法人を指す。
　　注２）各年度の職員数は、年度末の人数である。

　・　　定年退職者の後補充は原則的には後任は不補充
　　　とし、必要な職員については、非常勤職員の活用を
　　　図った。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

● 　地域の障害者のニーズに応じた居宅サービスの拡充、
　　国および群馬県や高崎市等からの委託事業の実施に
　　よる収入増を図ったほか、実習料の徴収、体育施設等
　　の有償化等により収入増を図った。
　　　なお、障害者自立支援法に基づく利用者負担の仕組
　　みの変更に伴い、食費・光熱水費や日用品費等が自己
　　負担となった。

②　運営費交付金以外の収入の確保
　　　利用者負担を求めることができるサー
   ビスについては、社会一般情勢を踏まえ、
　有償化及び対価の引き上げを図る。

　　　平成１６年度
　　　　（県・市の委託業務）
 　　　 　・　デイサービス事業の拡充
 　　　 　・　群馬県障害者総合相談支援モデル事業受託
　　　　　　の開始（注：平成１８年度には、障害者総合相談支

　　　　　　 援事業に振り替わる。）

 　　　　 ・　知的障害者移動介護従事者（ガイドヘルパー）
　　　　　　養成研修事業受託の開始（注：平成１８年度には、
　　　　　　　群馬県行動援護従業者養成研修実施事業に振り替
　　　　　　　わる。）

   　　平成１７年度
　  　　　・　体育施設の有償化の導入
　　　　　・　機能訓練の有償化の導入
　　 　平成１８年度
　　　　（国の補助事業）
  　　　　・　行動援護従業者養成中央セミナーを実施
　　　　　・　行動援護従業者養成研修用教材作成事業を
　　　　　　実施（研修テキストとビデオ教材作成）
　　　　（県・市の委託事業）
　　　　　・　群馬県行動援護従業者養成研修実施事業
　　　　　　受託の開始
　　　　　・　障害者総合相談支援事業（注：群馬県障害者

　　　　　　総合相談支援モデル事業から振り替え。）を受託
　　　平成１９年度
　　　　（国の補助事業）
　　　　　・　行動援護従業者養成中央セミナーを実施
　　　　　・　行動援護従業者養成研修演習プログラム開
            発事業を実施
　　　　（県・市の委託事業）
　　　　　・　群馬県行動援護従業者養成研修実施事業
            の受託
　　　　　・　知的障害者(児）ホームヘルパー養成基礎
            研修実施事業の受託の開始
　　　　　・　障害者総合相談支援事業の受託
　　　　　・　地域生活相談事業（相談支援事業）の拡充
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

２　効率的な施設・設備の利用 ２　効率的な施設・設備の利用 Ａ B B Ａ Ｂ Ｂ

3.58 3.44 3.44 3.75 3.00 3.44　施設・設備を有効活用し、業務運営の効率
化を図ること。

●　ボランティアの積極的な受入れを行った。
　　・　　ボランティアと当法人の各部所の受入れ責任者との
　　　意見・情報の交換（ボランティア委員会）を毎年度行い、
　　　ニーズにあった受入れを行った。
　　　　＊　ボランティア受入状況
　　　　　  平成１５年度　　1,444人
　　　　 　 平成１６年度　　1,519人
　　　　 　 平成１７年度　　1,577人
　　　　 　 平成１８年度　　1,356人
　　　　　　平成１９年度　　1,135人

（２）　地域の知的障害者に対する支援の充
　　実を図るために、診療部門、治療訓練部
　　門、作業活動部門の活用を図る。

●　地域の障害者のニーズに応じて、通所系などの障害者
　サービス事業を拡充した。
　　特に、養護学校の卒業生で日中に活動の場がない者等
　のために通所部を設け、通所支援を提供した。
　　＊　　なお、短期入所事業は平成１３年度に、デイサービ
       ス事業は平成１４年度に、それぞれ開始している。

●　法人内に「資産利用検討委員会」を設置し、活用策を検
　討・提言を行うとともに、広報活動等を企画した。
　　なお、専門家の意見等を聴取したが、抜本的な活用策を
　見い出すには至らなかった。

●　 地域福祉団体への施設（施設内の文化センター等）開
   放、障害者や地域住民への体育施設等の開放等を積極
　 的に行った。
　　・　地域の住民等との交流を目的とした「のぞみふれ
　　　あいフェスティバル」を、年１回開催した。（平成15年～）

　　・　県内の障害者団体の研修会や勉強会等の会場と
　　　して、施設内の文化センターや資料センター等を提供
　　　した。
　　・　地域住民や県内の障害者団体へ体育施設を提供
　　　した。
　　・　児童や青少年の野外活動の場として、集会場を提
　　　供した。

（１）　施設・設備について、地域の社会資
　　源・公共財として、福祉関係者、ボラン
　　ティア等の活動の場としての利用を進
　　める。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

●　平成１８年度新事業体系移行に伴い、地域の障害者
　の相談や支援に応ずるため、地域相談支援センター
　「サポートパルやちよ」を開設した。
　 　群馬県から「障害者総合相談支援事業」を受託し、業務
　に当たっている。

●　平成１９年度において、高崎市から「相談支援事業」を受
　託して、地域相談支援センターの充実を図り、地域の障害
　者等の相談等に対応した。

　　　　平成１６年度
　　　　　・　通所部の開設（当初の定員７人、３月には１０人）

　　　　　・　デイサービス事業の拡充（４H　→　６H）
　　　　平成１７年度
　　　　　・　デイサービス事業の拡充（１５人　→１８人）
　　　　　・　市街地に通所部の一部として「ワークパルやち
　　　　　　よ」を開設
　　　　平成１８年度
　　　　　・　障害者自立支援法の施行に伴いデイサービス
　　　　　　事業は廃止。
　　　　　・　従来の通所部およびデイサービス事業利用者
　　　　　　は新事業体系に基づく事業（生活介護、自立訓
　　　　　　練）にて対応
　　　　　・　地域生活支援事業（日中一時支援事業）の開始
　　　　平成１９年度
　　　　　・　短期入所利用者支援会議の設置（月１回開催）
　　　　　・　地域生活支援事業（相談支援事業）の拡充

●　 診療所は、有床の保険医療機関（注：平成７年１０月に
　　保険医療機関の指定を受け、平成１４年１月には有床診療所
　　として許可を受ける。）として、入所利用者を中心に医療の
　　提供を行ってきた。
　  　平成１７年には治療訓練部として独立していた臨床心
　　理科および機能訓練科を診療所に統合し、同時に平成
　　１７年６月から理学療法（Ⅲ）としての保険診療を開始す
　　るなど、地域の障害者の医療の提供体制を整えた。
　  　また、外来診療のほか、障害医療セミナーや心理外来
　 の利用者の保護者などを対象とした学習会を実施した。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

３　合理化の推進 ３　合理化の推進 A B Ａ Ａ Ａ Ａ

3.58 3.33 4.00 4.00 3.63 3.71

●　 療育キャンプの場としての活用について、各方面（福祉
　 関係団体、公民館、学校等）への広報活動を行ってきた
　 が、利用実績はなかった。

●　 敷地については、幼稚園児の遠足の場や高校生のマラ
　 ソンコースとして提供したほか、市民のウオーキングコー
　 スとして提供した。

（３）　職員宿舎等の空き室について利用者
　　の自活訓練の場としての活用を図る。

● 　職員宿舎の空き室ついては、利用者の自活訓練のため
　　の宿泊体験や地域生活体験のための地域生活体験ホー
　　ム（あおぞら）として利用した。
　　  なお、寮再編に伴う閉鎖寮については、日中活動の場
　　として活動支援部の受託作業（タオルたたみ） の場、通
　　所利用者等の昼食の場として、利用した。

　　　　＜地域生活体験ホーム（あおぞら）の活用状況＞

　　　　　平成１５年度　：　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ２戸　居室　４戸　１２人分
　　　　　平成１６年度　：　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ４戸　居室　８戸　２４人分
　　　　　平成１７年度　：　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ４戸　居室１１戸　３３人分
　　　　　平成１８年度　：　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ４戸　居室１１戸　３３人分
　　　　　平成１９年度　：　ﾘﾋﾞﾝｸﾞ４戸　居室１１戸　３３人分
　
　　＊　地域生活体験ホームは、上記の外に高崎市街
　　　地に「くるん（１６年６月開所）」、「まち（１５年１０月
　　　～１８年９月）」、「おおいし（１９年２月～３月１９日
　　　まで、その後ケアホーム）」、「ひじり（１９年１１月）」
　　　を設置。

（４） その他、敷地についても全国の知的障
　　害者等の野外活動（療育キャンプ等）等
　　の場として活用を図る。

　　外部委託の拡大などによる合理化や単
　純業務に係る競争入札の実施を推進する
　こと。

　重度知的障害者という利用者の特性に十
分考慮しながら、次のように外部委託の拡
大などによる合理化や単純業務に係る競争
入札の実施を推進する。

（１）外部委託の拡大
  　　中期目標期間中に、１２業務以上の外
　　部委託を実施する。

●　 当法人は、独法化以前から単純業務の多くを外部委託
　　 しており、これをさらに拡大すべく検討したが、外部委託
　　に適する業務がなく、中期計画策定時の１２業務以外の
　　拡大には至らなかった。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

（２）競争入札の実施
 　　中期目標期間中に、５件以上の業務に
　　ついて競争入札を実施する。

　　　　注2)　競争に付した主な業務（８契約）
　
　　　　　　平成１５年度：　清掃業務（屋外）、施設警備業務
　　　　　　平成１６年度：　廃棄物処理業務（収集・焼却業務
　　　　　　　　　　　　　　　　厨芥廃棄物業務）〔１業務２契約〕
　　　　　　平成１７年度：　食事提供業務〔プロポーザル契約〕
　　　　　　　　　　　　　　　　洗濯業務
　　　　　　平成１８年度：　清掃（屋内）業務、ゲストハウス
　　　　　　　　　　　　　　　　運営業務

　　　　　注3）　車両運転管理業務、ボイラー運転管理業務、
　　　　　　　　　電気設備管理業務については、平成１４年度
　　　　　　　　　から入札を実施。

　　　　注1)　契約額に占める競争入札、随意及びプロポー
　　　　　ザル契約による契約額の割合の推移
　　　　   （１２業務１３契約の内訳）             　　   　  （単位：％）

　　　　　　　競　争　化　し　た　契　約
　　　　　　　　　　　　　競争入札 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 　小計　　　随意契約
　　　　　平成15年度  　  24.9      　  －　 　　24.9  　　　  75.1
　　　　　平成16年度　 　 24.8      　  －　  　 24.8  　　　  75.2
　　　　　平成17年度   　 28.1      　  －　     28.1   　　　 71.9
　　　　　平成18年度   　 35.9      　 41.6      77.5   　　　 22.5
　　　　　平成19年度　    47.3      　 47.1      94.4   　　　  5.6

●　 外部委託業務の１２業務の契約については、平成１４
　　年度に３契約（注３参照）が既に競争化されており、中
　　期計画期間中に更に８件（注２参照）の契約を競争入
　　札に付した。
　  　これにより、競争化した契約（競争入札及びﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞ
　  ﾙ契約）の全体の契約額に占める割合は、平成１９年度
　　契約分で９４．４％に達した。
　　　なお、残された２件のうち１件については、金額が少
　　額かつ、専門性（業者が限られている）等のことから
　　期間中の競争化は行わなかった。（残りの１件につい
　　ては、平成２０年度業務より競争入札に付した。）

●　 競争化に伴い、委託額は平成１５年度から平成１９年
　 度までの中期目標期間内に８７百万円節減できた。
　 　 これにより、利用者負担の食事の提供に要する経費
　 も節減でき、利用者に低廉の価格で提供することがで
   きた。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

１　自立支援のための取組み １　自立支援のための取組み A A Ａ Ａ Ａ Ａ

4.08 4.00 3.78 3.88 3.63 3.87

●　 支援への取組み姿勢として、入所利用者の個別支援に
　  おいて、ＩＡＤＬを加味した支援、例えば公共交通機関を活
　  用しての外出、洗濯機の使用等地域における生活により
　  近付けた支援を行った。

●　 入所利用者の地域生活への移行支援を一層推進する
　　ため“寮の再編”を行い、また宿泊体験や地域生活体験
　　のための地域生活体験ホーム等の拡充を行い、地域生
　　活移行に備える場を用意した。

　　　平成１５年度
　　　　・　地域生活支援室の設置
　　　　・　地域生活自立訓練ホーム
　　　　　　「まち」（定員５人）　開所

　　　平成１６年度
　　　　・　総合施設の設置と地域生活支援室の部への昇格

●　 入所利用者本人・保護者等家族の同意を求めながら
　  、出身地での受入先の確保に努力した。
　　  結果として、中期計画期間中に４４人が移行した。
　 　 また、受入先が決まれば移行が可能な者（いわゆる
　 待機者）は、１９年度末で２２人となった。

●　 地域移行推進本部の下に、入所利用者の地域生活を
　　推進する業務を専管する組織（地域生活支援室）を整備し
　　た。
　  　また、利用者の支援を担当する部所と有機的な連携を
　 図ることのできるような組織（総合施設）に、改編すると
 　ともに、地域支援部を新たに設けた。
  　　併せて、職員の意識改革に努めた。

●　 地域移行の取組みに実績を有する人材を、参与、総
　　合施設長（その後、参与となる。）、地域支援部長、地
　　域移行課長（その後、地域相談支援センター室長とな
　　る。）として、招聘した。

第３　国民に対して提供するサービスその
    他の業務の質の向上に関する事項

第２　国民に対して提供するサービスその
    他 の業務の質の向上に関する目標を
    達成するためとるべき措置

　重度知的障害者のモデル的な処遇を行う
ことにより、入所者の地域への移行を積極
的に推進し、入所者数を中期目標期間中に
おいて３割から４割程度縮減すること。
　また、この場合、特に支援の必要度が高い
入所者の地域への移行にも積極的に取り組
むこと。

　中期目標に基づき、地域移行に向けた取
り組みを次により実践する。

（１）　実施体制
 　　法人内に役員及び各業務部門の管理
　者により構成される地域移行推進本部を
　設置し、その実践組織として地域生活支
　援室 (仮称)を設置する｡
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

　

●　 本人の同意及び保護者等家族の同意の確保のため、
　 次の取組みを行った。

　　　＊　基本的な考え方（骨子）
　　　　①　入所利用者の全員を対象
　　　　②　本人の意向の尊重と家族の納得
　　　　③　家族に負担を強いない（自宅に帰すのでは
　　　　　ない）
　　　　④　移行先の条件整備と支援体制を整えた上で
　　　　　移行
　　　　⑤　移行後のフォロー、生活困難な場合には再
　　　　　入所も対応方法の一つ

●　 地域移行に取り組む基本的な考え方（5つの方針）の下
　　に、入所利用者本人や保護者等の了解が得られ、移行先
　　が決まった者について、地域移行計画を作成し、実践し
　　た。

●　 当法人・施設が行う地域移行への理解と協力・支援を、
　　国、地方公共団体や全国団体等の会議等を通じて、要
　　請した。
　  　また、当法人が主催するセミナー等にて、理解と協力・
　 支援を要請した。

● 　特に、当施設利用者の出身県の地方公共団体に対し
　 ては、アンケート調査、文書、当施設への訪問時等、あ
　 らゆる機会を通じて、要請した。

①　本人及び保護者等家族への説明と同
　意の確保

　　　　・　地域生活体験ホーム
　　　　　　「あおぞら」（定員３３人）　「くるん」（定員７人）開所

　　　平成１７年度
　　　　・　寮の再編（５つのグループ、２２か寮→２０か寮）

　　　平成１８年度
　　　　・　地域生活体験ホーム
　　　　　　「おおいし」（定員５人）開所（後、ケアホームとする。）

　　　　　　「まち」（定員５人）閉所

　　　平成１９年度
　　　　・　第２次寮の再編（２０か寮→１９か寮）
　　　　・　地域生活体験ホーム「ひじり」（定員５人）　開所

（２）　実施計画の作成と実践
　　入所者一人ひとりについて次により地域
　移行計画を作成し、厚生労働省、関係地
　方自治体等の協力のもとに、実践する。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

　　③　生活寮から地域生活体験ホームに住まいを移して、
　　　長期の地域生活体験を提供した。

　　　　＊　宿泊体験の状況
　　　　　　　　平成１５年度　　　　９７　人
　　　　　　　　平成１６年度　　　２６７　人
　　　　　　　　平成１７年度　　　　８５　人
　　　　　　　　平成１８年度　　　　７１　人
　　　　　　　　平成１９年度　　　３１６　人

●　 利用者が地域での生活に円滑に移行することができ
　 るよう、次の支援を基本とした。
　　①　寮におけるIADLを加味した支援を採り入れた。
　　②　施設内の宿泊設備（ゲストハウス）や地域生活体験
　　　ホームにおいて、短期（１～２泊）及び中期（１ヶ月
　　　以内）の宿泊体験を支援した。

　　　＊　保護者会等における説明会の参加状況
　　　　　　平成１５年度　　２３７家族（３５２人）
　　　　　　平成１６年度　　２１５家族（３０８人）
　　　　　　平成１７年度　　３０４家族（４３８人）
　　　　　　平成１８年度　　２７５家族（３９３人）
　　　　　　平成１９年度　　２８４家族（４３４人）
　　　　　　◎保護者別内訳
　　　　　　　　父・母２０３名　兄弟等２０４名　叔父等４６名

②　施設支援計画(自活訓練等の段階的移
　行メニュー)の作成

　＜保護者に対して＞
　　ア．　２回（平成１６年度、平成１８年度）にわたるアンケ
　　　　ート調査を通して、保護者である親・兄弟姉妹等の
　　　　地域移行に対する同意・理解度を把握した。
　　　　　※回収率：16年度82.1％、平成18年度81.3％
　　イ．　中期計画期間中、地域生活体験ホームでの暮ら
　　　　し振りや地域移行をした施設利用者の移行先での
　　　　生活を映したビデオ（4本）作成し、各寮毎に行われ
　　　　た保護者懇談会等において視聴の機会を持つこと
　　　　により、地域移行への理解を求めた。

　＜施設利用者本人に対して＞
　　ア．　中期計画期間当初、パンフレットを作成し、当法
　　　　人の文化センター等で説明会（参加者88人）を実
　　　　施した。
　　　　　残りの者については、各寮毎に開かれる保護者
　　　　懇談会等で親等の同席の上で説明を行った。
　　イ．　宿泊体験や地域生活体験を通して、理解を求め
　　　　た。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

 ④　移行先との個別の調整を図るなど、地
　　域生活移行に必要な条件整備を行う。

●　 移行予定先との電話や見学・宿泊体験の機会における
　 訪問、移行予定先の事業所等と次の点に留意して個別の
　 調整を行った。

●　 受入れ予定先の事業所、市町村担当者等から地域の社
　 会資源等の情報を得て、利用者の希望を取り入れたライフ
　 プランを立てた。

③　サービスメニュー(住まいの場と日中活
　動)と家計負担に基づくライフプランの作成

　　特に、次の点に留意した。
　　　①　利用者に適した日中活動等の場が確保可能か。
　　　②　収入や所持金で生活が可能か。
　　　③　利用者のニーズが保障されるか。
　　　④　家族のニーズが保障されるか。

　　　　＊　見学・宿泊体験の状況
　　　　　　　平成１５年度　　　０　人
　　　　　　　平成１６年度　　　２　人
　　　　　　　平成１７年度　　　７　人
　　　　　　　平成１８年度　　１６　人
　　　　　　　平成１９年度　　３６　人

　　　　＊　地域生活体験の状況（年度末）
　　　　　　　　平成１５年度　　　１５　人
　　　　　　　　平成１６年度　　　２８　人
　　　　　　　　平成１７年度　　　３５　人
　　　　　　　　平成１８年度　　　３４　人
　　　　　　　　平成１９年度　　　２４　人

　　④　受入れ先の候補が決まった段階で、現地を訪問して
　　　見学あるいは宿泊体験の機会を設けた。

●　 移行利用者について、受け入れ先事業所等を介しての
　　アフターケアに努めた。
　
　　　　＊　フォローアップの状況(15年度～19年度累計)
　　　　　①　対象者：
　　　　　　　　　平成１５年度以降の地域移行者の４４人
　　　　　②　移行先：１都１道１府１８県

　　　①　地域生活にあたっての課題等の解消策の検討
　　　②　（移行先が決定した段階で）具体的な移行日
　　　③　保護者との打合せ
　　　④　引継ぎ事項の確認のためのケースカンファレン
　　　　　スの開催、ほか
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

２　調査・研究 ２　調査・研究 B A B A Ｂ Ｂ

3.17 3.56 3.11 3.88 3.13 3.37

　　　　　　平成１５年度
　　　　　　　・　研究員の任用（４月から）
　　　　　　　・　研究会議の設置・開催
　　　　　　　・　調査・研究調整会議の設置・開催
　　　　　　平成１７年度
　　　　　　　・　研究課の新設
　　　　　　　・　福祉系大学から人材登用
　　　　　　平成１９年度
　　　　　　　・　研究員２名を任用

●　  企画研究部は、１部１課制で実施してきたが、平成１
　　７年度から研究係を研究課に格上げし、２課制とした。
　　これに併せて、 研究課長を福祉系大学から招聘した。
　　 　また、研究企画、研究内容等に関し、幅広い意見を得
　　るために外部の学識経験者を加えた「のぞみの園研究
　　会議」を設置した。

●　　 研究に当たって、法人内に各部所の職員で構成する
　　 「調査・研究調整会議」を設け、各部門の積極的な参
　　 加・協力を促すとともに、各部門との調整を図ることとし
　 　た。

（１）　高齢の知的障害者、重複障害者、
　　行動障害のある知的障害者及び医療的
　　ケアを必要とする知的障害者等、重度
　　知的障害者の地域への移行に向けた施
　　設内処遇と地域生活支援体制の構築の
　　あり方に関する調査及び研究を行うこ
　　と。

（１）　中期目標に基づき、地域移行に向け
　　　た調査研究及び地域生活支援の構築
　　　のあり方についての調査研究を次に
　　　より行う。

　　　　　③　回　数：　１０回以上　１５人　５～９回　１４
　　　　　　　　　　　　　人　２～４回　１４人　１回　０人
　　　　　　　　　　　　　０回　０人
　　　　　④　方　法：　訪問、来所、電話、手紙、メール

①　実施体制
　   企画研究部門を総括部門とし、その他
  の業務部門(地域生活支援室を含む)の
  協力を得て行う。

17



（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

　＜法人内研究＞
　　①　群馬県内の知的障害者グループホーム及び地域ホー
　　　ムに関する調査（平成１５年度）
　　②　重度知的障害者の支援方法に関する研究（平成１５
　　　年度）
　　③　重介護に至った２０事例の経年変化に関する研究（
　　　平成１５年度）
　　④　地域生活移行に関する研究（平成１５年度）
　　⑤　重度知的障害者の嚥下等に関する研究（平成１７
　　　年度）

　　⑥　地域における作業活動への取組みに関する研究
　　　（平成１７年度）

　オ　エに基づいた移行先の環境づくり（＝
　　マネジメントの手法）

②　調査・研究の内容
　　　重度知的障害者の地域への移行に関
　　する技術の開発や、事例の蓄積を行う
　　ことを基本とし、次の事項に取り組む。

　ア　入所者の現状（ＡＤＬ、コミュニケー
　　ション、行動障害等）の評価

　イ　アを踏まえた必要な支援項目と具体
　　　的な支援内容の把握

　ウ　地域移行についての意向の把握
　
　エ　アからウを踏まえた地域移行プログ
　　ラムの作成

　　　　　平成１６年度～ １年目～
　　　　　　・　予備調査の実施
　　　　　平成１７年度～ ２年目～
　　　　　　・　予備調査の詳細な分析及び本調査の実施
　　　　　平成１８年度～ ３年目～
　   　　 　・ 　ICFの視点に基づき実施したアンケート調査
　　　　　　　を分析し、二次的障害のある知的障害者の状
　　　　　　　況についてその実態と日常生活の支援の状
　　　　　　　況を把握。
　　　　　　　　その実践として、知的障害者の地域移行を
　　　　　　　支援する医療的支援システム構築への取組
　　　　　　　を実施

●　 研究は、厚生労働科学研究と法人内研究により、実施し
　 た。

　＜厚生労働科学研究＞
　○　「知的障害者の地域移行を困難にする二次的障害と
　　その対策に関する研究」（主任研究者：遠藤浩理事長）
　　（平成１６年度～平成１８年度までの３年計画）
　
　　　［要旨］
　　  　『 ICF（国際生活機能分類ー国際障害分類改訂版ー）の視
　　　　　点に基づき実施したアンケート調査を分析し、二次的障
　　　　　害のある知的障害者の状況についてその実態と日常生活
　　　　　の支援の状況を把握。
　　　　　　その対策として、知的障害者の地域移行を支援する医
　　　　　療的支援システム構築への取組を実施。』
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

（２）　成果の積極的な普及・活用 （２）　成果の積極的な普及・活用 B B B Ａ Ｂ Ｂ

2.92 3.00 3.11 3.63 3.00 3.13

　　⑫　行動援護従業者の行動援護事業実施に関する意識
　　　調査（平成１９年度）
　　⑬　地域移行後を想定した社会生活力を高めるための
　　　支援アセスメントについて〈２〉（平成１９年度）
　　⑭　知的障害のある人の地域生活移行支援過程にお
　　　ける満足度の把握（平成１９年度）
　　⑮　地域移行の際の保護者の意思決定に関する調査
　　　　（平成１９年度）
　　⑯　のぞみの園の地域移行に対する地方自治体の受
　　　け入れ態勢に関する調査研究（平成１９年度）
　　⑰　地域生活移行の進捗状況アセスメントの試作に関
　　　する研究（平成１９年度）
　　⑱　障害特性に応じた就労支援における安全管理に関す
　　　る研究（平成１９年度）
　　⑲　重度知的障害者におけるストレス度チェックに関す
　　　る研究（平成１９年度）
　　⑳　褥瘡の治療ケアと予防ケアに関する研究
　　　　（平成１９年度）
　　･　歯科衛生士専門学生への障害者歯科診療実習に関
　　　する研究－将来、障害者歯科診察の歯科衛生士の担
　　　い手となるように－（平成１９年度）

　　⑦　知的障害のある人の地域生活移行支援過程におけ
　　　る満足感の把握～地域生活体験者へのフォーカス・グ
      ループインタビュー法の実施から～（平成１７年度）
　　⑧　社会生活力を高める生活支援の方法に関する研究
　　　　　（平成１７年度・平成１８年度）
    ⑨　高齢知的障害者の支援方法に関する事例研究
　　　　　（平成１７年度・平成１８年度）
　　⑩　知的障害のある利用者への支援～Ａさんの個別支
　　　　援プログラムから～（平成１８年度）
　　⑪　地域移行に関わる保護者の意識調査（平成１８年度）

 ①　インターネット等による調査及び研究成
　　果情報の発信

　　  調査研究の成果については、原則とし
　　て当法人ホームページに掲載すること。

①　インターネット等による調査及び研究成
　果情報の発信

　　　調査研究の成果については、原則とし
　　て当法人ホームページに掲載するととも

　　　調査及び研究の成果の普及・活用を促
　進するため、積極的な情報の発信を行うこ
　と。

　　第２の２（１）の②で定めた調査及び研究
　の成果の普及・活用について、次により行
う。

●   これまでの調査研究結果（概要）を、期間中、逐次、
　 ホームページに載せてきた。
　　　　　平成１４年度以前分　　70テーマ分
　　　　　平成１５年度分　　　　　16テーマ分
　　　　　平成１６年度分　　　　　21テーマ分
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

②　講演会等の開催 ②　講演会等の開催 B B Ｂ Ｂ Ａ Ｂ

2.92 3.33 3.11 3.25 3.63 3.25

　　に、必要に応じて関係団体等とのリンク
　　を通じた情報の発信に努める。

　　　　　平成１７年度分　　　　　25テーマ分
　　　　　平成１８年度分　　　　　27テーマ分

●　 ニュースレターは、平成１６年８月に創刊した。以来、
　 年４回発行し、平成１９年度末までに１５回を発行して
　 いる。
　　  その中で、法人・施設の活動の成果のほか、研究成
　 果について１３回掲載している。

　　　また、調査研究の成果の一般の同種
　　施設等での利用を進めるため、一般誌、
　　ニュースレター等での成果の普及を図
　　ること。

　　調査研究の成果の一般への普及を目的
　とした講演会等を開催し、主要な調査研究
　成果の紹介を行うこと。

ア　調査研究の成果の一般への普及を目的
　とした講演会等を開催し、主要な調査研究
　成果の紹介を行うとともに、アンケートを実
　施し、評価を得る。

●　 全国の知的障害福祉関係職員等を対象とした当法人
　　主催の養成研修のセミナーを２種類(福祉セミナー及び
　　行動援護従業者養成研修中央セミナー）企画し、実施
　　した。
　　　また、地域の保護者等をも対象とした障害医療セミナ
　　ー等を開催した。

　　　これらのセミナー等において、外部講師の他に、当法
　　人の職員が講師を務め、研究成果や知見等を発表した。

　　　なお、終了後はアンケート調査を行い、次回に反映さ
　　せた。

●　地域の福祉団体等が主催する研修会等の講演に講師
　　として派遣要請された際には、のぞみの園で得た研究等
　　の成果の発表に努めた。

　　　　　　平成１５年度　　　派遣回数　２回　４人
　　　　　　平成１６年度　　　派遣回数　１回　２人
　　　　　　平成１７年度　　　派遣回数　１回　２人
　　　　　　平成１８年度　　　派遣回数　２回　４人
　　　　　　平成１９年度　　　派遣回数　２回　３人

③　各種研究会等を活用した普及

　   全国的な各種研究会、学会等への出席
　の機会を活用して、成果の紹介・普及に努
　めること。

●　 各種の研究会や学会等に出席して成果の公表に努め
　  た。
　　　＊　期間中の実績
　
　　　　①　学会（１１の学会）　　：　　２８回、２８人
　　　　②　他団体（２３団体）主催のセミナー等：２７回、２７人
　　　　③　県団体（７団体）主催の研究発表会： １７回、１７人

③　各種研究会等への出席による普及
　
　 各種研究会、講演会、学会等への出席の
　機会を活用して、成果の紹介・普及に努め
　る。

イ　関係団体の実施する講演会にプログラ
　ムの一つとして組み入れ、紹介できるよう
　努める。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

３　養成・研修 ３　養成・研修 B B Ａ Ａ Ｂ Ｂ

2.92 3.11 3.67 3.75 3.25 3.34　　障害者支援施設において知的障害者の
支援の業務に従事する者（生活支援員又は
作業指導員、保健師又は看護師）に関する
養成及び研修を行うこと。

    第２の２（１）の②で定めた調査及び研究
の成果を踏まえた養成・研修を基本とし、次
により実施する。

  （１）　実施体制
  　　企画研究部門を主管組織とし、その他
　　の業務部門は受け入れの現場として協
　　力を行う。

 （２）　実施計画
 　　中期目標期間における養成・研修の対
　象職種と対象数を踏まえたプログラムを作
　成し、各年度ごとのスケジュールを作成す
　る。
　　実施に当たっては、研修生に対するアン
　ケート調査を実施し、評価を得る。

●　全国の知的障害福祉関係職員等を対象とした養成研
　修セミナー等を開催することとした。
　　特に、平成１８年度には国の協力を得て、新たに障害
　者自立支援法の事業になった行動援護の従業者の養
　成のための中央セミナーを開催した。平成１９年度にお
　いても中央セミナーを２回実施した。

●　 毎年度、定期的に実施している養成研修に加えて、
　  「福祉セミナー」として生活支援員を主として対象とした
　 地域移行関係と看護師等を対象とした健康管理関係と
　 に、コースを分けて計画した。

●　 また、実施に当たっては、必ずアンケート調査を行い、
　 概ね好評を得た。

　　＊　養成・研修事業の実施状況

●　企画研究部は、①当法人が主催した養成研修事業、②
　群馬県等の他団体が主催した養成研修の受託事業、③福
　祉系大学等の単位実習等の受入れや、④１日見学実習、
　⑤職員研修等を所掌しており、他の部所の協力を得て実
　施した。

●　毎年度、年度末に実習校との打合せ会を行い、次年度
　の実習計画を立てて実施した。

　　＜当法人が主催した養成研修事業＞
　
　　　(１)　行動援護従業者養成中央セミナー
　　　　　平成１８年度　：　１回（コース）参加者　２３５人
　　　　　平成１９年度　：　２回（コース）参加者　１４４人

　　　(２)　福祉セミナー
　　　　　平成１７年度　：　３回（コース）参加者　６１８人
　　　　　平成１８年度　：　２回（コース）参加者　２８１人
　　　　　平成１９年度　：　２回（コース）参加者　２５６人

21



（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

４　援助・助言 ４　援助・助言 B B B Ａ Ａ Ｂ

2.92 2.78 3.00 3.75 3.88 3.27

　　　(３)　障害医療セミナー
　　　　　平成１５年度　：　３回　　参加者延べ２３０人
　　　　　平成１６年度　：　３回　　参加者延べ２９９人
　　　　　平成１７年度　：　２回　　参加者延べ２２４人
　　　　　平成１８年度　：　２回　　参加者延べ１３８人
　　　　　平成１９年度　：　１回　　参加者延べ１０２人

　＜当法人が実施した受託事業等＞
　(1)群馬県障害者総合相談支援モデル事業（平成16
　　　　年度、平成17年度）
　(2)知的障害者移動介護従業者養成研修事業（平成
　　　　16年度、平成17年度）
　(3)群馬県行動援護従業者養成研修実施事業(平成
　　　　18年度、平成19年度)
　(4)平成18年度行動援護従業者養成研修実施事業
　　　　(平成18年度)
　(5)障害者保健福祉推進事業(平成18年度、平成19年度)
  (6)障害者総合相談支援事業(平成18年度、平成19年度)
　(7)知的障害者(児）ホームヘルパー養成基礎研修
　　　　実施事業（平成19年度）
  (8)地域生活支援事業(相談支援事業）（平成19年度）

　＜単位実習等の受入事業＞
　(1)　福祉系大学等の単位実習の受け入れ
　(2)　１日見学実習の受入れ
　(3)　その他
　　　　職員研修、警察学校や大学等への出前研修および
　　　医師や歯科衛生士等の異業種研修を実施

　障害者支援施設の求めに応じて効果的な
援助・助言を行うこと。とりわけ、重度知的障
害者の地域への移行に向けた取組みに関
する援助・助言を積極的に行うこと。

　  第２の２（１）の②で定めた調査及び研究
　の成果に関する援助・助言を積極的に
  行っていくための方策を検討し、実践す
　る。

●  援助・助言事業は、障害者支援施設の求めに応じて
　行う事業である。
　　平成１８年度に入って、地域相談支援センターの開設
　を機に、当センターを窓口として、援助・助言の要請を受
　け入れる体制とした。
　　なお、平成１８年度は、障害者自立支援法の事業体系
　を他の施設に先駆けて実施（１０月）したことに伴い、同
　法関係の援助・助言のケースが目立った。
　　ホームページ等における広報活動に努める中で、平成
　１９年度は、新体系において提供するサービスに必要な
　当法人独自の個別支援計画の概要をニュースレター等
　で紹介したところ、数多くの問い合わせがあった。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

５　その他の業務 ５　その他の業務 A B B Ａ Ｂ Ｂ

3.58 3.33 2.89 3.75 3.38 3.39 　前４事項に附帯する各種の業務を行うこ
と。

　＜外来＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件
　　　　　　　　　　　　利用者　　　一般　　　 　　計
　　平成１５年度    17,403        2,410       19,813
　　平成１６年度 　 15,396   　　 2,590   　  17,986
　　平成１７年度 　 17,387   　　 2,412   　  19,799
　　平成１８年度　  19,056   　　 2,062   　  21,118
　　平成１９年度    19,557        2,188       21,745

＊　実施状況（障害者支援施設関係）
　○　平成１８年度：総事業件数　　３０件
　
　　　　・経営主体別：公営４、民営２６
　　　　・地域別：高崎市内１、群馬県内１０、群馬県外１９
　　　　・経路別：来訪１３、職員派遣要請９、電話等８
　　　　・内容別：障害者自立支援法関係９、支援方法８、
　　　　　　　　　地域移行３、健康・医療２、養成・研修１、
　　　　　　　　　事業展開５、その他２

　○　平成１９年度：総事業件数　　１１７件

　　　　・経営主体別：　公営２５、民営９２
　　　　・地域別：　高崎市内２、群馬県内１１、群馬県外１０４
　　　　・経路別：　障害者自立支援法３，支援方法４、事業展
　　　　　　　　　　　開１０１、地域移行１、健康・医療２、就労・
　　　　　　　　　　　生産活動２、その他４

    前４事項に附帯する業務として、主に次
　の業務を行う。

（１）　知的障害者に対する診療業務を行う。

●　当診療所は、平成１４年１月に群馬県から有床診療所
  （１３床）として許可を受けており、当施設の利用者のみ
  ならず、地域の知的障害者も対象として、診療を行って
  いる。
　  なお、保険医療機関としては、平成７年に承認を得て
　いる。

　　　　　*　診療実績
　＜入院＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：件
　　　　　　　　　　　　利用者　　　一般　　　　　計
　　平成１５年度　　　3,310　 　　－　　　　　3,310
　　平成１６年度　　　3,691 　　　－　　　　　3,691
　　平成１７年度      3,922       －          3,922
　　平成１８年度      4,248       －          4,248
　　平成１９年度　　　4,114       －          4,114
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

　　　＊　１８年度の相談受付状況
　　　　　　　○　相談件数…７１件（３６件）
　　　　　　　○　経路別内訳
　　　　　　　　　・電　話：３３件（１２件）、来　所：１４件
　　　　　　　　　　（１４件）訪　問：５件（３件）、文　書：
　　　　　　　　　　３件（３件）、その他：１６件（４件）
　　　　　　　　　　　　　　計　　７１件（３６件）

（２）　専門学校の学生、ホームヘルパー研
　　修受講者等の実習の受け入れを行う。

　　　　(３)　その他の見学実習
　　　　　　　民生・児童委員、社協、学校、施設等
　　　　　　　　　　　４０４件　　　５，７５０人

　　＊　実施状況（平成１５年度～平成１９年度）
　　　　　　　注：平成１５年度分は、旧法人分を含む。

　　　　(１)　単位実習の受入れ
　　　　　　　　社会福祉援助技術実習、保育士実習等
　　　　　　　　　　　９種　　　２２５校、２，００５人

　＜診療収入の実績＞
　　　　　　　　　　　　　収入金額
　　平成１５年度　   71,962千円(39,027千円)
　　平成１６年度   　79,549千円
　　平成１７年度   　87,731千円
　　平成１８年度  　 98,768千円
　　平成１９年度　　 99,921千円
　※　平成15年度の（　）内は、独法化後(10月～）の
　　内数である。

●　 福祉系の専門学校、大学等の学生の実習生の受入れ
　 事業は、広い意味での養成・研修と位置付け、積極的に
　 受入れを行った。
　・　実習は、社会福祉士援助技術実習、保育士実習等の
　　単位実習、１日見学実習等多岐に亘った。
　・　なお、計画期間中、平成１６年度に受講料を引上げた。

●　 これまで、各部所において応じてきた居宅の知的障害
　　者及び家族からの相談について、平成１８年度障害者自
　　立支援法の施行に伴 い、１０月から開設した地域相談
　　支援センター「サポートパルやちよ」において、一元的に
　　応待することとした。
　 　また、平成１９年度においては、４月より高崎市の相談
　　支援事業を受託して業務の充実を図り、地域の障害者
　　等からの問い合わせに対応した。

（３）　居宅の知的障害者に対する相談を行
　　　う。

　　　　(２)　１日見学実習の受入れ
　　　　　　　　大学、短大、専門学校、小中高等
　　　　　　　　　　　１１種　　　６３校、４，０１７人
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

2.83 2.44 3.22 4.00 3.00 3.10

●　第三者評価委員会からの意見を踏まえ、次のとおり
　改善・徹底を図った。
　　・　利用者の居室（全室）にエアコンを設置した。

　　　　　＊　１９年度の相談受付状況
　　　　　　　○　相談件数…１１２件（８５件）
　　　　　　　○　経路別内訳
　　　　　　　　　・電　話：３３件（１２件）、来　所：１４件（１４
　　　　　　　　　　　　　　　件）、
　　　　　　　　　　訪　問：５件（３件）、文　書：３件（３件）、
　　　　　　　　　　　　　　　その他：１６件（４件）
　　　　　　　　　　計１１２件（８５件）
　　　　　　　　　※　（　　）内は、障害者の家族からの相談件数
　　　　　　　　　　　であり、内数である。

６　　サービス提供に関する第三者評価の
　実施及び評価結果の公表

６　　サービス提供に関する第三者評価の
　実施及び評価結果の公表

●　外部の有識者・保護者・地域代表等（７人）で構成す
　　る「第三者評価委員会」を平成１６年６月発足させ、そ
　　の評価を業務運営に活かす仕組みを構築した。
　　　これにより外部の者による業務評価の体制が整った。

●　 平成１８年３月に開催された第三者評価委員会で、
　　評価基準案を決定し、同基準により群馬県の認証
　　する民間の第三者評価機関において４月～５月に
　　実地評価を行った。
　　　その第三者評価結果報告書が、６月７日の第三者
　　評価委員会に提出され、審議され、同委員会の評価
　　として決定された。
　　　その評価は、ホームページで公表した。

C B Ａ ＢB Ｂ

　　サービスを適切に提供する観点から、第
　三者評価機関を設ける。

（２）　実施方針
 　 評価委員会は、原則年１回実施する。

●　これまでの開催状況は、次のとおり。
　　　　　第１回　平成16年8月3日
　　　　　第２回　平成18年3月3日
　　　　　第３回　平成18年6月7日
　　　　　第４回　平成20年2月22日

　　・　ノロウイルス等の感染症の予防について、再度職員に
対し
　　　周知徹底を図った。

   　 サービスを適切に提供する観点から、
　　有識者、保護者、地域代表等からなる
　　第三者評価機関を設け、利用者の支援
　　状況等について定期的な評価の実施と
　　評価結果の公表を行うこと。

　（１）　第三者評価機関
　　有識者、保護者、地域代表等から構成さ
　れる評価委員会により、利用者の支援状
　況等について、評価の実施と評価結果の
　公表を行う。

25



（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

（７　電子政府化について） B B B Ａ Ｂ Ｂ

3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.20

3.17 3.22 3.00 4.00 3.00 3.28●　予算について
　・　　当法人は、国からの運営費交付金と自己収入等で
　　事業を実施しており、総事業費は人件費（退職手当を含
　　む）等の一般管理費や利用者の生活を支援するために
　　必要な事業費で構成されている。

１．予算
　　　　　別紙１のとおり

B B B Ａ Ｂ Ｂ

７　電子政府化については、政府及び厚生
　労働省の電子政府構築計画における独
　立行政法人のあり方に則し、各事業の業
　務の整理・合理化を踏まえ、年度計画に
　基づき対応する。

●　法人内の業務にあたっては、メールやグループウエア
　システム等の活用により、ペーパーレス化を図る等業務
　の合理を進めた。
　　また、当法人からの情報発信は、ホームページを活用
　して行っている。
　　なお、アクセス数は、年間３万件から４万件となって
　いる。

第４　財務内容の改善に関する事項
第３　予算（人件費の見積りを含む）、収
　　支計画及び資金計画

　・　当初の計画に比して、地域移行予定者数の減、予定外
　　の退職者の増等による変動があったものの、人件費の
　　縮減等により、所期の目標を達成することができた。

　　　なお、自己収入についても、総事業費に対する自己
　　収入の比率３８％以上の目標を達成することができた。

　・　各年度の予算は、中期目標・計画の目標である①「一
　　般管理費及び事業費等の経費（運営費交付金を充当す
　　るもの）の最終年度（平成１９年度）の額を特殊法人の時
　　（平成１４年度）に比べて１３％以上縮減」と②「総事業費
　　 に占める自己収入の比率を３８％以上」を念頭に、算定
　　ルールにしたがって作成した。

 ２　経費の節減を見込んだ予算による業務
   運営の実施

　　「第２　業務運営の効率化に関する事項」
    で定めた事項に配慮した中期計画の予
    算を作成し、当該予算による運営を行う
　　こと。

２　収支計画
　　　　　　別紙２のとおり

●　収支計画について
  ・　各年度、予算に従って、セグメント毎の収支計画を
   立てた。
　・　収支計画に従って、事業を執行した。その際の運営
   費交付金債務の収益化については、業務のための支
   出額を限度として収益化を行う、いわゆる費用進行基
   準を採用した。

 　通則法第２９条第２項第４号の財務内容
の改善に関する事項は、次のとおりとする。

  １　自己収入の増加に努めることにより、
   中期目標期間中において、総事業費
   に占める自己収入の比率を３８％以
  上にすること。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

　・　平成１９年度については、中期目標期間の最終年度
   であることから、独法会計基準第80第3項の規定に基
   づき、運営費交付金債務の全額を収益化した。これに
   より、平成１９年度の当期総利益は127,847千円を計上
   することとなり、前期までの繰越欠損金120,406千円に
   ついては、解消することができた。また、当期総利益か
   ら前期繰越欠損金を差し引いた当期未処分利益7,441
   千円については、国庫へ納付した。

　３　資金計画
　　　　　　別紙３のとおり

●　資金計画について
　・　平成１６年度に自己都合等による予定外の退職者
   の増により、資金不足が生じたため、短期借入金70,
   000千円の借り入れを行った、また、年度内に償還す
　 ることができないため、独法会計基準４５条第２項に
   より厚生労働大臣の認可を受けて借り換えを行った。
　・　平成１７年度においては、平成１６年度に借り換え
   を行った70,000千円の償還を行った。
　　　また、償還した財源を確保するため、人件費等の
   縮減をして事業運営を行ったが、年度末において49,
   832千円の資金不足が生じた。このため、平成１６年
   度に引き続き短期借入金の借り入れ及び借り換えを
   行った。
　・　平成１８年度においては、平成１７年度に借り換え
   を行った49,832千円の償還を行った。
　　  この財源を確保するため、前年度に引き続き人件
　費等の縮減をして事業運営を行った。
　　　また、障害者自立支援法の施行により、介護給付
　費等の収入が現行の翌月から翌々月となったことから、
　 一時的な資金不足が発生し、短期借入金50,000千円
   の借り入れを行ったが、年度内に償還することができた。

　・　計画期間中、平成１６年度は、自己都合等による予
   定外の退職者の増により経常費用が経常収益を上回
   り当期総損失120,406千円を計上した。
　・　平成１７年度及び平成１８年度については、費用進
   行基準を採用しているため当期総利益は発生せず、
   平成１６年度の当期総損失については、繰越欠損金
   として処理を行った。
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

●　なし

●　なし

●　短期借入金の借入れ状況

　・　平成１９年度までの中期目標期間中、短期借入れ
　　を３回行った。
　　　そのうち、年度を越える借入は平成１６年度と１７年
　　度の２回、年度内の一時的な借入れは１回であった。
　
　　　前者は翌年度の年度当初に、後者は年度内に、そ
　　れぞれ償還した。

　　　平成１６年度
　　　　・　自己都合等による予定外の退職者の増により、
　　　　　資金不足が生じたため、短期借入金70,000千円
　　　　　の借り入れを行った。
　
　　　平成１７年度
　　　　・　償還した財源を確保するため、人件費を縮減し
　　　　　て事業運営を行ったが、年度末において、資金
　　　　　不足が生じたため、短期借入金49,832千円の借
　　　　　り入れを行った。

　　　平成１８年度
　　　 ・　障害者自立支援法の施行により、介護給付費等
　　　　の収入が現行の翌月から翌々月となったことから、
　　　　一時的な資金不足が発生し、短期借入金50,000千
　　　　円の借り入れを行ったが、年度内に償還した。

第４　短期借入金の限度額

１　限度額  500,000,000円

２　想定される理由

（１）　運営費交付金の受入れの遅延等によ
    る資金の不足に対応するため。

（２）　予定外の退職者の発生に伴う退職手
    当の支給、重大な労働災害等の発生に
    伴う補償費の支払いなど、偶発的な出
    費に対応するため。

第６　剰余金の使途
１　職員の資質の向上のための学会、研修
  会等への参加及び外部の関係機関との人
  事交流
２　施設・設備及び備品の補修、整備並びに
  備品の購入
３　施設入所者の個別支援計画の適切な運
  用や地域における支援体制づくりなどの地
  域移行の取組み
４　退職手当（依願退職等）への充当

第５　重要な財産を譲渡し、又は担保に供
     しようとするときは、その計画
　
　　   なし
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

3.67 3.89 3.56 4.00 3.50 3.72

●　第１の１の(１)の②のとおり

第５　その他業務運営に関する重要事項

　　通則法第２９条第２項第５号のその他業
　務運営に関する重要事項は、次のとおりと
　する。

１　人員の適正配置により、業務運営の効
　 率化を図ること。

●　平成１９年度期末の常勤職員数は２６７人で期初（平
　成１５年度）の８７．０％となっており、目標を達成した。

（参考１）　職員の数
     　　平成１５年度
　　　　　　　　期初　：　３０７　人
　　　　平成１９年度
　　　　　　　　期末　：　２６７　人

（２）人員に係る指標
　　期末の常勤職員数を期初の９０％とす
る。

　（参考１）職員の数
　　　　期初の常勤職員数   　　　　　３１０名
　　　　期末の常勤職員数の見込み  ２７９名

　（参考２）中期目標期間中の人件費総額
        中期目標期間中の人件費総額見込み
　　　　　　　　　　１３，１４５百万円

（参考２）　中期目標期間中の人件費総額
          中期目標期間中の人件費総額（百万円）

　　　　　平成１５年度（10月～）
　　　　　　　　　　実績　：　1,492　（年度計画　：　1,630）
　　　　　平成１６年度
　　　　　　　　　　実績　：　2,926　（年度計画　：　3,068）

２　　利用者の処遇の充実を図り、業務運営
  の効率化を推進するための人事評価シス
  テムの導入に向けて検討を行うこと。

（１）方針
　　　障害者の地域への移行の推進とサー
　　ビスの質の向上に資する新しい人事評
　　価システムの構築に向けた検討を行い、
　　職員の能力と実績を適切に評価した適
　　材適所の配置により、業務運営の効率
　　化を図る。

●　施設利用者の減や地域から求められる新たなニーズ
　に対応するため、寮の再編や部や課の縮小・統合を図
　る等組織の見直しを図りながら、職員の配置を変更す
　るなど適正な配置に努めた。
　　さらに、１８年度の１０月には、新たな障害者自立支援
　法の新しい施設・事業体系に対応するための組織の見
　直しを行い、職員の配置を変更し、これらにより、適正な
　配置ができた。

 

A A Ａ Ａ Ａ Ａ

第７　その他主務省令で定める業務運営に
　　 関する事項

１　人事に関する計画
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（別紙４）

H15 H16 H17 H18 H19
中期目標 中期計画 中期目標期間（平成１５年度～１９年度）の実績報告

事業年度評価結果 中期目
標期間
の評価

２　施設・設備に関する計画

3.00 3.88 3.00 3.30

　

　施設・設備　　　　　予定額　　　　　　　　財源
　の内容　　　　　　（単位：百万円）

　給水本管工事　　　　　　１０１　　　　　１７年度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施設整備
　エネルギーセ　　　　　　　　　　　　　　　費補助金
　ンターの整備
　
　就労支援施設
　の整備

　農芸支援棟　　　　　　　　　　　　　　　　１８年度
　新築工事　　　　　　　　　５０　　　　　　施設整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費補助金
　
　活動支援棟　　　　　　　　　　　　　　　１９年度
　その他改修　　　　　　　 ６８　　　　　　施設整備
　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費補助金

●　施設内の建物・構築物には老朽化が進んでいるもの
　　が多いが、これらは緊急度が高いものから整備し、一
　　方施設利用者の地域移行に結びつく施設関係の整備
　　を優先させることを基本に整備してきた。
　　　特に、１８年度に整備した農芸支援棟（椎茸ハウス）
　　では、１８年度末から菌床による栽培が始まり、平成
　　１９年度に入って５月より市場出荷を行っている。

●　なし

－ － B Ａ

３　　施設整備や改修等を行う場合には、
　　規模や経費の水準等について、利用
　　者への適切な処遇の確保に留意しつ
　　つ、社会経済情勢を踏まえた内容と
　　すること。

（注）　金額については、中期目標期間中
　　　に実施する独立行政法人国立重度知
　　　的障害者総合施設のぞみの園施設整
　　　備費補助金の金額である。

　　　　　平成１７年度
　　　　　　　　　　実績　：　2,752　（年度計画　：　2,996）
　　　　　平成１８年度
　　　　　　　　　　実績　：　2,584　（年度計画　：　2,823）
　　　　　平成１９年度
　　　　　　　　　　実績　：  2,450　（年度計画　：　2,760）
　　　　　　  総額　　　    12,204  （年度計画　：　13,277）

３　積立金処分に関する事項
　　　　　　　　なし

ＢＢ
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